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金
・
凶
は
、
成
春
、
が
失
政
に
競
っ
て
野

J

市
の
館
に
底
一
・
ア
カ
ラ
ジ
マ
明
島
石
川
郡
林
郷
に
鴎
す
る
部

る
能
は
ざ
る
に
至
っ
た
の
で
、
そ
の
遺
跡
を
賜
は
つ
一
一
帯
。
こ
の
村
は
、
も
と
春
木
・
山
庄
・
商

J

村
・
灯
燈
・

た
も
の
で
あ
る
。
政
則
乃
ち
翌
三
年
五
周
六
日
将
軍
一
中
村
に
分
か
れ
て
民
家
が
あ
っ
た
か
ら
、
明
島
五
領

に
謁
し
、
十
周
加
賀
に
入
部
し
た
が
、
富
樫
氏
の
被
一
と
も
い
う
た
。
そ
の
中
灯
慢
は
後
に
腹
絶
し
た
。

官
砦
室
某
は
、
成
春
の
嫡
子
政
親
を
奉
じ
て
之
を
妨
一
ア
ガ

g
z
上
注
げ
げ
能
美
郡
東
海
郷
に
鴎
す

げ
た
。
爾
後
の
経
過
は
甚
だ
不
分
明
で
あ
る
が
、
際
一
る
都
務
。

仁
元
年
京
師
の
騒
既
に
、
赤
松
氏
の
家
人
に
し
て
、
一
ア
ガ
日
チ
・
上

9
知
従
東
給
人
が
知
行
と
じ
て

加
賀
闘
の
守
謎
代
で
あ
っ
た
間
島
河
内
が
、
西
軍
の
一
受
け
て
ゐ
た
地
で
、
現
に
収
公
せ
ら
れ
滞
の
直
臓
に

鑓
に
大
石
を
投
ぜ
ら
れ
て
死
ん
だ
と
あ
る
か
ら
、
富
一
な
っ
て
ゐ
る
も
の
を
い
ふ
。

時
筒
赤
松
氏
が
加
賀
半
闘
の
守
殺
と
縛
し
て
ゐ
た
こ
一
ア
カ
ヰ
赤
井
・
能
奨
都
板
様
郷
に
臨
す
る
部

と
が
わ
か
る
。
同
二
年
五
周
六
日
に
も
北
加
賀
に
於
一
落
。

い
て
政
則
の
臣
小
寺
某
が
、
富
樫
氏
の
部
将
額
某
と
一
.
ア
カ
ヰ
ゴ
ン
ザ
Z
モ
ン
赤
井
稽
左
衛
門
古
市

職
ひ
之
を
破
A
J

た
と
の
記
録
も
あ
る
。
赤
松
氏
が
何
一
五
左
衛
門
の
弟
で
、
赤
井
治
右
衛
門
の
養
子
と
な
っ

れ
の
年
に
じ
の
守
謎
騒
を
棄
て
た
か
は
詳
か
で
な
い
一
た
も
の
。
寛
永
・
十
六
年
前
田
利
常
に
仕
へ
て
三
百
石

川
応
、
文
明
に
入
っ
て
政
則
は
醤
封
掃
腐
・
備
前
・
美
作
プ
を
領
し
、
子
孫
相
織
い
で
滞
に
仕
へ
た
。

=
一
州
を
得
、
之
に
反
し
て
加
賀
は
政
親
の
接
頭
に
よ
一
ア
カ
ヰ
ト
タ
ス
イ
.
赤
井
得
水
金
揮
の
人
。
部

っ
て
統
治
す
る
能
は
ざ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
一
は
明
陵
町
，
遁
稿
文
次
郎
。
初
め
書
法
を
井
出
正
水
に

そ
の
後
明
臨
二
年
四
局
、
細
川
政
元
の
足
利
義
澄
を
一
事
び
、
後
佐
々
木
志
顕
磨
に
親
表
し
て
そ
の
風
を
能

擁
立
し
た
時
、
政
則
は
之
に
属
し
て
大
に
奔
走
し
一
く
し
た
。
著
す
既
に
簸
法
諜
引
・
時
用
文
案
・
俳
諮
問

た
。
是
を
以
て
五
用
、
政
元
が
政
則
の
萄
領
加
賀
宇
一
梅
が
あ
る
。

闘
を
安
堵
せ
し
め
ん
こ
と
を
約
し
、
廿
七
日
政
則
は
一
ア
カ
ヰ
ナ
ホ
ヨ
シ
赤
井
直
喜
遁
都
宮
入
郎
・

物
を
義
澄
及
び
政
元
に
献
じ
て
恩
を
謝
し
た
。
し
か
一
億
右
衛
門
。
初
詩
直
定
。
文
政
五
年
組
究
平
左
衛
門

し
政
則
は
箪
に
こ
の
僻
令
を
得
た
に
止
っ
て
、
賀
際
一
の
後
を
承
け
、
幼
に
し
て
隊
三
の
一
を
捜
ぎ
、
御
馬

に
は
一
指
を
も
染
め
得
な
か
っ
た
ら
し
い
。
五
年
四
一
廻
に
班
し
、
七
年
本
線
三
百
石
と
な
h
、
大
小
勝
・

月
廿
五
日
夜
、
享
年
四
十
二
。
一
御
住
関
御
用
建
等
に
任
じ
、
元
治
元
年
武

m耕
雲
蹄

ア
カ
マ
ツ
レ
ン
ジ
ヨ
ウ
赤
松
謹
城
田
拠
出
訳
商
源
一
一
院
上
の
際
、
加
賀
務
の
部
将
と
し
て
出
陣
功
が
あ
っ

の
借
。
天
保
十
二
年
金
棒
大
工
町
越
中
屋
佐
助
の
次
一
た
0
・
葉
原
記
の
著
が
あ
る
。
明
治
廿
一
年
直
喜
七
十

男
に
生
ま
れ
、
西
勝
寺
鹿
隠
の
弟
子
と
な
り
、
明
治
一
九
歳
で
儒
存
命
し
、
三
聡
の
名
を
以
て
文
化
八
年
以

元
年
周
防
都
濃
郡
富
田
村
徳
廊
寺
に
入
り
、
赤
松
氏
一
降
明
治
四
年
に
芸
る
偲
悶
と
質
肢
を
記
し
、
・
題
し
て

を
襲
い
だ
。
臨
は
鴻
泉
・
格
陰
・
岡
沼
道
人
。
五
年
欧
一
見
聞
袋
韓
併
斗
記
と
い
っ
た
。

洲
に
巡
遊
し
、
後
勘
皐
に
任
ぜ
ら
れ
、
偶
数
大
事
綜
一
ア
カ
Z
カ
キ
赤
鎗
害
藩
末
か
ら
九
谷
爆
の
上

理
を
寵
て
香
宿
と
な
り
、
大
正
八
年
七
周
二
十
日
七
一
緒
附
を
す
る
者
を
赤
信
か
き
と
い
う
た
。
陶
工
事
次

十
九
援
を
以
て
自
坊
に
寂
し
た
。
法
話
回
遁
院
。
郎
が
専
ら
赤
粕
の
給
附
を
し
た
後
の
穏
で
あ
る
。

ア
カ
ヱ
ユ
ウ
ジ
ロ
ウ
赤
鎗
勇
次
郎
陶
工
。
精

細
な
る
赤
鎗
を
着
節
す
る
を
以
て
、
世
人
赤
鎗
勇
次

郎
と
呼
ん
だ
0

・
灘
間
設
に
、
事
次
郎
は
肥
前
の
人
で
本

姓
三
田
氏
と
停
へ
た
が
バ
阿
波
徳
島
在
で
生
ま
れ
、

武
田
氏
で
、
伊
誌
里
に
箆
・
ん
だ
人
と
い
は
れ
る
。
文

化
十
四
年
能
美
郡
若
杉
紫
に
来
っ
て
製
作
に
従
ひ
、

天
保
十
四
年
頃
越
中
井
波
の
富
商
蚊
屋
で
色
鎗
若
移

の
狽
を
作
っ
た
。

ア
カ
ヲ
サ
ン
ダ
ユ
ウ
赤
尾
三
太
夫
稼
八
百

石
。
御
馬
趨
に
斑
し
た
。
大
坂
詰
人
中
御
臓
米
引
貞

に
付
き
]
事
保
八
年
九
月
サ
七
日
召
返
さ
れ
、
篠
原

勝
監
に
御
預
と
な
り
、
滞
侯
前
回
吉
徳
が
代
替
り
初

で
あ
っ
た
矯
死
一
等
を
減
じ
、
九
年
六
月
十
八
日
能

篭
島
に
流
刑
£
な
っ
た
。

ア
カ
ヲ
ジ
ヨ
ウ
縁
尾
誠
江
泊
榔
澗
の
地
内
に

在
っ
た
。
越
智
賀
三
州
志
に
、
赤
尾
は
一
に
赤
岩
に

も
作
り
、
山
上
に
方
五
聞
許
の
平
地
が
あ
る
と
記
す

る
-
一
授
の
将
藤
丸
新
介
が
こ
L

に
民
り
、
弘
治
元

年
七
月
初
先
宗
摘
に
攻
め
ら
れ
て
之
を
棄
て
、
岡
部

櫛
北
に
滋
い
た
こ
と
が
あ
る
。

ア
カ
ヲ
ト
ノ
モ
赤
尾
主
殿
初
め
土
屋
但
馬
守

に
従
う
た
が
、
鹿
安
二
年
前
回
利
常
に
来
仕
し
て
二

千
石
を
領
し
、
御
先
筒
頭
と
な
っ
た
。
延
費
五
年
致

仕
し
て
少
水
と
鋭
し
、
天
和
三
年
夜
。
そ
の
嫡
統
は
、

第
四
代
三
太
夫
が
卒
保
九
年
能
菅
島
に
流
刑
と
な
る

に
至
っ
て
陵
絶
じ
た
。

ア
カ
ヲ
*
ン
ペ
イ
赤
尾
本
平
本
卒
は
務
士
小

川
直
右
衛
門
の
足
報
赤
尾
丹
右
衛
門
の
次
子
で
あ
っ

た
。
初
め
丹
右
衛
門
は
主
家
の
長
屋
に
寓
し
て
，
己

の
家
を
奥
カ
招
盟
右
衛
門
に
貸
し
た
。
然
る
に
艶
右

衛
門
は
そ
の
貨
を
鵠
は
な
か
っ
た
か
ら
、
明
和
五
年

丹
右
衛
門
は
之
を
訪
う
て
詰
責
し
、
却
っ
て
捜
右
衛

門
と
そ
の
子
長
太
夫
の
震
に
殺
さ
れ
た
。
本
・
平
長
じ

四

て
叉
足
軽
と
な
り
、
突
の
仇
を
報
い
よ
う
と
思
っ
て

ゐ
る
中
に
盟
右
衛
門
が
死
ん
だ
か
ら
、
安
永
七
年
九

用
十
五
日
早
暁
長
太
夫
を
そ
の
家
に
襲
う
て
殺
し
、

置
に
脱
走
し
た
。
本
平
時
に
年
二
十
五
。
本
卒
の
見

宗
之
助
は
、
飯
田
氏
に
養
は
れ
、
歩
士
と
な
っ
て
ゐ

た
が
、
本
.
平
と
事
を
共
に
し
得
な
か
っ
た
を
恥
ぢ
、

明
旦
金
棒
城
大
手
附
涯
で
自
殺
し
た
。
こ
の
事
件
に

関
す
る
三
州
良
民
言
行
録
の
記
事
は
、
年
記
そ
の
他

に
誤
謬
が
あ
る
。

ア
キ
イ
レ
秋
納
沼
の
苅
上
の
終
了
を
観
す
る

を
苅
上
仕
舞
・
苅
上
休
・
カ

p
y
テ
と
も
い
ひ
、
農
家

で
は
酒
を
汲
み
萩
餅
を
食
し
た
。
之
に
次
い
で
干
場

回
叉
は
干
場
祭
が
あ
っ
て
、
宿
を
酒
架
か
ら
牧
め
得

た
こ
と
を
卸
し
、
文
弱
扱
の
終
っ
た
時
を
コ
キ

y
テ

叉
は
コ
キ

y
チ
ョ
ウ
と
い
ひ
月
籾
摺
の
終
っ
た
時
を

ポ
タ
カ
り
と
い
ひ
、
依
袋
の
終
る
時
を
秋
上
り
と
も

庭
仕
舞
と
も
い
う
た
。

ア
キ
グ
ミ
ヨ
日
キ
明
組
奥
力

J
ヨ
日
キ
奥

ヵ。
ア
キ
ケ
ン
チ
秋
椋
地

J
ケ

Y
チ
棟
地
。

ア
キ
ゴ
ゼ
ン
安
審
御
前
加
賀
務
主
第
五
代
前

田
綱
紀
の
女
節
婚
は
、
鹿
島
侯
浅
野
吉
長
に
録
し
て

安
葱
御
前
と
瀧
せ
ら
れ
た
。
文
鎮
回
御
前
と
も
い
は

れ
る
。ア

ギ
シ
向
島
帰
鳳
芸
部
阿
惇
郷
の
古
邑
名
。
本

番
寺
所
誠
永
膝
元
年
七
局
の
文
書
及
び
賀
泉
寺
腕
駿

天
正
七
年
七
周
の
利
害
に
阿
岸
村
と
見
え
る
が
、
後

世
は
南
村
と
な
っ
て
ゐ
る
。

ア
ギ
シ
ウ
ヂ
・
阿
岸
氏
長
谷
郵
系
固
に
、
『
信
辿

五
男
五
郎
菜
、
櫛
路
庄
阿
信
之
地
頭
』
と
あ
っ
て
、

長
家
康
流
五
家
の
一
つ
で
あ
る
。
阿
岸
氏
の
子
採
は

信
連
記
に
、
長
氏
の
家
士
浦
野
原
右
衛
門
事
件
に
付
、

採
右
衛
門
男
浦
野
兵
庫
・
弟
阿
帰
掃
部
・
せ
が
れ
一


